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まちづくり推進課

火災予防運動期間中に、火災予防パレード　　　・街頭ＰＲ・巡回広報を実施します。
また、期間中の４月20日～ 24日の午後５時　　　にサイレンを鳴らします。

今金町国保病院
～介護用の布類を必要としています～

【問合せ】

今金町国保病院

　　　☎ 82-0221

　病院では、各種団体や町民の皆様からたくさんの介護用の布類を提供し
ていただき、大変有益に使用させていただいております。
　介護の際の汚物等を処理するための使い捨てとなる布類（タオル・下着
シャツ等、古くても結構です。）を引き続き必要としています。
　ご家庭で必要とされない布類がございましたら皆様のご協力をお願いし
ます。

～ご協力ありがとうございました～

　・今金赤十字奉仕団　様

　・立正佼成会檜山支部法輪クラブ　様

　ほか多くの皆様にご提供いただきましたこと、心より感謝申し上げ
ます。

平成 30 年度から火葬する際のお願い

　棺の中に副葬品を入れるのは、原則として禁止とします。

　棺の中に次のような副葬品等を入れて火葬を行うと、「遺骨の損傷」や「異常燃焼による事故や

火葬炉の損傷」等の原因となります。

　このようなことを防ぐために、火葬場を使用される皆様につきましては、棺の中に副葬品等を入

れないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

NO 棺に入れられない副葬品等 遺骨や火葬炉への影響

１

紙類（本等含む）、玩具・娯楽用品（釣り具等）、
写真立て、マットレス・毛布（棺布団以外）・
そばがら枕、衣類（運動靴・バック等）、革製
品（革靴・バック・ベルト等）、杖（金属の入っ
ているもの）、義手・義足等の補助具金物、ガ
ラス製品、ビン類、鏡、陶磁器等

異常燃焼による火葬炉の故障の原因となりま
す。また、燃えかすが遺骨と混じります。

２

メガネ、入れ歯、プラスチック製品、ビニール
製品、ナイロン製品、カーボン製品等 遺骨に付着し、遺骨を汚損したり燃え残り、拾

骨の障害となります。
（メガネや入れ歯などは、拾骨後、骨壺に入れ
る等の埋葬ををお勧めします。）

３ 缶飲料、スプレー缶、ライター 爆発し、遺骨の損傷や火葬炉の原因となります。

４ 指輪等の貴金属 消失に伴う誤解の原因となります。

５ 果物類、ドライアイス等
不完全燃焼を起こすこととなり、拾骨までの時
間が長くなります。

【問合せ】役場まちづくり推進課　☎ 82-0111

※ペースメーカーについて

　火葬時に破裂するおそれがありますので、装着遺体については、必ず事前に申し出てください。
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水槽付消防ポンプ自動車が配備されました

火災予防運動期間中に、火災予防パレード　　　・街頭ＰＲ・巡回広報を実施します。
また、期間中の４月20日～ 24日の午後５時　　　にサイレンを鳴らします。

　檜山広域行政組合今金消防署では、老朽化により更新することとしていた水槽付消防ポンプ
自動車（タンク車）が３月 23 日に納車となりました。
　従来の水だけの放水の他、泡を放射できる最新式の車両で、泡消火薬剤と水を混ぜ合わせコ
ンプレッサーで圧縮した空気を注入するＣＡＦＳ（キャフス）を搭載しています。これにより
小火災等の水による損害を軽減することができるものであります。また、火災以外にも救助出
動の対応ができるよう救助機具を積載し、夜間の活動には、車両上部に昇降機能が付いた照明
灯も備えています。

車　　種　水槽付消防ポンプ自動車

全　　長　９．３６ｍ

排 気 量　８，８６６ＣＣ

積 載 水　５ｔ

主な装備　ＣＡＦＳ
　　　　　（圧縮空気泡消火装置）
　　　　　昇降式照明灯
　　　　　（ＬＥＤ 160W ×２灯）
　　　　　油圧式積載梯子昇降装置
　　　　　油圧式救助機具
　　　　　空気式救助機具
　　　　　ウインチ５ｔ
　　　　　送排風機　　

高齢者叙勲　元町議会議員　内ヶ島賢祐氏
『旭日単光章』受章

　内ヶ島賢祐氏が平成30年１月１日付で、「旭日単光章」の栄誉に輝き、

２月28日、役場応接室にて外崎町長から伝達を受けました。

　内ヶ島氏は平成７年５月に議会議員に初当選から３期連続12年間に

わたり在職し、常に住民の福祉と生活の向上、また、健全財政の推進

や諸施策への提言にご尽力され、地方自治の振興発展に多大な貢献を

されました。

農業者年金へ加入しましょう
●農業者年金とは？

農業者だけが加入できる「農業者のための年金」で、国民年金（基礎年金）に上乗せした任

意加入の公的な年金制度です。

①積立方式で安心
②加入・脱退も自由
③保険料は全額社会保険料控除

④保険料はいつでも変更可能
⑤農業の担い手には保険料補助
⑥終身年金80歳までの死亡一時金あり

≪６つのポイント≫

◎制度について詳しい内容は、
　今金町農業協同組合貯金融資課　  ☎82-0211
　今金町農業委員会事務局　　　　　☎82-0111 まで

～生活の安定のために～


